
　　証明申請・届出　に係る保管場所である　土地・建物　は、私（当法人）の所有であることに間違いありません。

　警察署長　殿

年 月 日

住　所

電　話

氏　名

　備考 １　保管場所証明申請の場合は証明申請に、保管場所届出の場合は届出に〇を付けてください。
２　土地・建物については、どちらか当てはまる方（両方に当てはまる場合は両方）に〇を付けてください。

保管場所使用権原疎明書面（自認書）

 〒（　　　―　　　　）350 　●●●●

埼玉県さいたま市●●区1-2-3

090-1234-●●●●

行政 太郎

●●　　　●　　　●

takat
楕円

takat
テキストボックス
ボールペン等を用いて消えない文字とし、
間違えないようにご記入ください
（印刷・ゴム印も可）

takat
テキストボックス
記入例

takat
引き出し線
該当する区分に〇印を付けてください
【証明申請】普通車の場合
【届出】軽自動車の場合

takat
楕円

takat
引き出し線
保管場所の土地のみ自己所有の場合
⇒土地のみ〇を付けてください
土地・建物の両方が自己所有の場合
⇒土地・建物の両方に〇を付けてください

takat
テキストボックス
記入せず提出してください
（当事務所にて記入します）

takat
引き出し線
この書面の作成日をご記入ください
西暦・和暦を問いません

takat
長方形

takat
引き出し線
申請者または届出者の情報をご記入ください
【個人】
住民票または印鑑証明書記載の住所・氏名
【法人】
登記簿謄本等に記載の
住所・法人名・代表者役職・代表者氏名

※いずれの場合も、申請書と同じ情報をご記入ください

takat
テキストボックス
・場所の表示【●市▲町■丁目◎番×号】が同一の保管場所に２台以上の自動車の申請（届出）を行う場合
　自認書の提出は１枚で足ります
・土地（建物）が共有名義の場合、この書面のほかに、他の共有者全員分の承諾書が必要です
　※ただし、自認書の余白に他の共有者全員が住所・氏名を連記できる場合は、別途承諾書を用意する必要はありません
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